
日野市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付要綱 

令和８年４月27日制定 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者支援施設等に入所し、又は精神科病院に入院している者であ

って、日野市（以下「市」という。）が給付の実施主体となる障害者又は障害児（以下

「障害者等」という。）の地域移行に向けた調整を行う特定相談支援事業者及び一般相

談支援事業者に対し、関係機関等と連携した支援の取組を実施するための経費の一部を

補助することにより、障害者等の地域生活への移行を促進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 特定相談連携機能強化支援事業 障害者の地域移行を促進するため、特定相談支

援事業者が地域移行に向けた調整等行うための経費を支援する取組をいう。 

(2) 一般相談連携機能強化支援事業 障害者の地域移行を促進するため、一般相談支

援事業者が地域移行に向けた調整等を行うための経費を支援する取組をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、別表第１に定める障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福

祉サービス等を提供する事業者とする。 

（補助対象事業） 

第４条 この要綱において、補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、特定相談連携機能強化支援事業又は一般相談連携機能強化支援事業に該当するもの

とする。 

（補助対象経費） 

第５条 この補助金の対象となる経費は、別表第２及び別表第３に掲げる経費とする。 

（補助金の額） 

第６条 この補助金は、次により算出された額を日野市の予算の範囲内において交付する

ものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 

(１) 第４条に定める事業の実施にあたり、別表第２及び別表第３に定める補助基準額

により算定した額と、前条の規定による補助対象経費から寄付金その他の収入額を控



除した額とを各々比較して各々いずれか少ない額を選定する。 

(２) 前号により選定された額に別表第２及び別表第３に定める補助率を各々に乗じて

得た額を交付額とする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、日野市特定相

談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に関係書類を添え

て、あらかじめ指定する日までに市長に提出するものとする。 

（交付決定及び通知） 

第８条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、速やかに可否を決定し、日

野市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金（交付・不交付）決定通知書（第

２号様式。以下「補助金交付・不交付決定通知書」という。）により、申請者に通知す

るものとする。 

２ 前項の場合において、適正な交付を行うため市長が必要と認めるときは、補助金の交

付申請に係る事項につき修正を加え、交付の決定をすることができる。 

（変更交付申請） 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者（以下「補助事業者」とい

う。）は、交付申請の内容に変更が生じたときは、市長が指定する日までに、日野市特

定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金変更交付申請書（第３号様式）に関係書

類を添えて市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付申請を受けたときは、速やかに可否を決定し、日

野市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金変更（交付・不交付）決定通知書

（第４号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（申請の撤回） 

第10条 補助事業者は、当該交付の決定内容又はこれに付された条件に異議があるとき

は、当該通知受領後14日以内に申請の撤回をすることができる。 

（実績報告） 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は市の会計年度が終了したときは、

速やかに日野市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金実績報告書(第５号様

式)に関係書類を添付し、別に指定する日までに市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 



第12条 市長は、前条の規定による事業実績の報告があったときは、当該報告の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野市特

定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金確定通知書（第６号様式）により補助事

業者に通知するものとする。 

（補助金の請求、支払） 

第13条 補助事業者は、前条の規定により交付すべき補助金の額を決定したのち補助金の

交付を請求しようとするときは、日野市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助

金交付請求書(第７号様式)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金交付の請求があったときは、速やかに補助金を支払

うものとする。 

（是正のための措置） 

第14条 市長は、第12条の規定による審査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定

の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措

置をとるべきことを命ずるものとする。 

（交付決定の取消し） 

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。 

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、この要綱又は関係法令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第12条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後においても適

用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、期限を

定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定は、第12条の規定により交付すべき補助金の額が確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されている場合においても適用する。 



 （違約加算金） 

第17条 前条の規定により、市長が補助金の交付決定の全部又は一部が取り消した場合に

おいて補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領日か

ら納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を返納した場合におけるその

後の期間については、既納付額を控除した額）につき、年10.95パーセントの割合で計

算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

（延滞金） 

第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これ

を納付日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、

当該未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金（100円未満の場合を

除く。）を納付しなければならない。 

 （事情変更による届出） 

第19条 事業者は、補助金の交付の決定を受けた後に、事情の変更を生じた場合は、速や

かにその旨を市長に届け出て、その指示を受けるものとする。 

 （他の補助金の一時停止等） 

第20条 補助事業者が、第16条の規定により補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、

当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同

種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、市長は、相当の限度にお

いて、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができ

る。 

（関係書類の保管） 

第21条 補助事業者は、この補助金の予算と決算の関係を明らかにした書類、その他関係

書類を当該会計年度終了後５年間保管しておかなければならない。 

（他の補助金等との重複の禁止） 

第22条 この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、国及び他の事業からの補

助金の交付を受けてはならない。 

（委任） 

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付則 

この要綱は、令和８年４月27日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 



別表第１（第３条関係） 

１事業区分 ２障害福祉サービス 

(１)特定相談連携機能強化支援事業 計画相談支援 

(２)一般相談連携機能強化支援事業 地域移行支援  

※法第７７条第３項に基づく地域生活支援事業により実施される障害者相談支

援事業として、市が特定相談支援事業者等へ委託により実施する事業は、補助対

象外とする。



別表第２（第５条、第６条関係） 

特定相談連携機能強化支援事業 

１ 補助対象経費 ２ 補助基準額 ３ 補助率 

（１）障害者支援施設に入所や精神科病

院に入院している障害者等について、

地域生活への移行のための支援が必

要と認められる者を対象に、以下の取

組を実施する上で必要な経費とする。

ただし、上記費用のうち、その他の補

助金等の対象経費となるものは除く。 

ア.障害者支援施設等に入所中の障害

者等に対して、地域移行に向けた調

整を具体的に実施した場合 

イ.精神科病院等に入院中の障害者の

退院及び地域移行に向けた調整を

具体的に実施した場合 

(２)（１）の取組を実施する際には、以

下の点に配慮しなければならない。 

ア．障害者の心身の状況や置かれてい

る状況及びサービス利用に関する

本人意向の把握 

イ.サービスの利用に関する施設や親

族との調整 

ウ.施設の退所や精神科病院の退院に

伴うサービス利用に関する調整 

利用者１人当たり 12,000円

／月(ただし、初回報酬算定

月以降を除く) 

※事業所の所在地に関わら

ず、日野市が給付の実施主

体となる者を対象とする。 

10分の 10 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第５条、第６条関係） 

一般相談連携機能強化支援事業 

１ 補助対象経費 ２ 補助基準額 ３ 補助率 

（１）障害者支援施設に入所や精神科病 

院に入院している障害者等について、

地域生活への移行のための支援が必

要と認められる者を対象に、以下の取

組を実施する上で必要な経費とする。

ただし、上記費用のうち、その他の補

助金等の対象経費となるものは除く。 

 

ア.障害者支援施設等に入所中の障害

者等に対して、地域移行に向けた調

整を具体的に実施した場合 

イ.精神科病院等に入院中の障害者の

退院及び地域移行に向けた調整を

具体的に実施した場合 

（２）前項の取組を実施する際には、以

下の点に配慮しなければならない。 

ア.障害者の心身の状況や置かれてい

る状況及びサービス利用に関する

本人意向の把握 

イ.サービスの利用に関する施設や親

族との調整 

ウ.施設の退所や精神科病院の退院に

伴うサービス利用に関する調整 

利用者１人当たり 12,000円

／月(ただし、初回報酬算定

月以降を除く) 

※事業所の所在地に関わら

ず、日野市が給付の実施主

体となる者を対象とする。 

10分の 10 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



  



  



 



 







 



 



 

  



 


